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Ⅰ．はじめに

私は，2020 年度から 2021 年度まで，東京

大学法科大学院の裁判所派遣教員として，

「民事実務基礎」と「民事事実認定論」の講

義を担当してきた。これらの科目は，要件事

実及び事実認定が民事訴訟におけるいわば車

の両輪であることを踏まえて，これらについ

て，典型的な紛争解決手続である民事訴訟手

続と共に学修することで，理論と実務の架橋

を図ることを目的とするものである 1)。

このうち，要件事実論については，民事実

体法の解釈が要件事実の整理に直結するもの

であり，理論と実務の繋がりを理解しやすい

分野であると思われる。他方で，事実認定論

については，弁論主義や二段の推定等の民事

訴訟法の理解が前提とはなるものの，多くの

法科大学院生にとっては，理論自体をゼロか

ら学修するものであるという印象が強いよう

に見受けられる。また，私自身，事実認定論

の導入に際しては，事実認定は基本的には経

験則の適用の問題であって，私たちが法理論

 1) 法科大学院協会「共通的な到達目標モデル（第二次案修正案）：民事訴訟実務の基礎」2010 年 10 月 19 日

（https://www.lskyokai.jp/wp/wp-content/uploads/2018/09/10.pdf,）参照。
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を離れて日々の日常生活において行っている

事実認定と異なるものではないといった説明

をしてきた。

こうしてみると，事実認定論において，理

論と実務の架橋を図るというのはどういうこ

とかについては，思い悩むところが多い。中

村治朗元判事は，「絶対的真実の発見なるも

のは，その真実性を裏づける客観的なテスト

を欠くが故に，論理的に不可能であ」るとし

て，事実認定は弁証的論証の典型であるとし

ており 2)，突き詰めると，事実認定は，弁証

的論証であるという点において法解釈と共通

し，この点において法解釈に関して積み重ね

られてきた理論が応用可能なものであると見

ることができるかもしれない 3)。

この点を，具体的かつ網羅的に論じること

は私の能力の限界を超えるものであるが，定

款の解釈が問題となった裁判例を検討してみ

ることで，法律行為の解釈という事実認定の

問題と，法解釈の問題とが交錯する一場面を

素描してみたい。

Ⅱ．定款の解釈方法

最初に，社団の定款の解釈方法をめぐる学

説の状況について見ておきたい。

定款の解釈方法をめぐっては，定款の性質

をどのように捉えるべきかに応じて，見解が

分かれている。

すなわち，会社を例にとると，定款は，会

社の発起人が合意して作成するものであり，

その成立に着目すると法律行為（契約）たる

性質を有する。他方で，定款は，作成者たる

発起人を拘束するのみならず，その後に入社

した社員や会社の機関をも拘束するものであ

り，そうした作用・機能に着目すると会社の

「自治法」（法規）たる性質を有する。

定款について，前者の法律行為たる性質を

重視すれば，定款の解釈は，原則として法律

行為の解釈方法によるべきということにな

り 4)，当事者がいかなる法律行為をしたのか

という事実認定の問題に帰着することになろ

う。他方で，定款について，後者の法規範た

る性質を重視すれば，定款の解釈は，法の解

釈と同一の原理によるべきということにな

り 5)，法解釈の方法が問われることになろ

う。わが国においては，後者の見解が通説的

な見解であるようであるが，ドイツにおいて

はより精緻な議論が展開されているようであ

る 6)。すなわち，ドイツにおける議論では，

定款の解釈について，原則として法律行為の

解釈方法によるべきとする見解も，法人とい

う物的構造等と抵触する限りでは，民法の契

約に関する解釈原則は考慮されないとしてお

り，他方，定款の解釈は法解釈の方法による

べきとする見解も，定款中の個人法的規定に

ついては，個別的契約の解釈と異なる取扱い

を受けないとしている。このようにして，出

発点にこそ差があれ，結論には大きな隔たり

はないとされているのである 7)。

前記のとおり，定款が，法律行為たる性質

と自治法たる性質との二面性を有することか

らすると，定款の解釈手法に関する両説のい

ずれかが誤りであると断ずることはできない

ように思われる。その際に，両説からの結論

に大きな隔たりがないというのは，両説が相

 2) 中村治朗『裁判の客観性をめぐって』84-86 頁（有斐閣，1970）。弁証的論証とは，テオドール・フィーヴェ

クやカイム・ペレルマンがアリストテレスの議論の示唆を受けて提唱したものであり，厳密な演繹的推論によっ

ては結論が出されないような問題について，「各論者が，自己の意見のメリットを主張し，他の意見の欠陥を指摘

し，各々それに対する反駁，自己の意見の修正・補強を行う。こうした理性的な討論によって，さまざまな結論

や解決が，あるいはあらわれ，あるいは姿を消し，あるいは変化し，それがしぼられて，やがてひとつの結論が

選ばれる」という性質の論証型式であるとされている（同書 85 頁）。

 3) なお，事実認定には法的評価も含まれることを指摘するものとして，土屋文昭『民事裁判過程論 Nature of 
the Judicial Process in Japan: inside view of a civil judge』139 頁（有斐閣，2015），吉岡進「民事事実認定のエッセ

ンス」田尾桃二＝加藤新太郎編『民事事実認定』63 頁，64-73 頁（判例タイムズ社，1999）がある。

 4) 上柳克郎ほか編集代表『新版注釈会社法⑵株式会社の設立』58 頁〔中西正明〕（有斐閣，1985）。
 5) 酒巻俊雄＝龍田節編集代表『逐条解説会社法 第 1 巻総則・設立』238 頁〔酒井太郎〕（中央経済社，2008）。
 6) 南保勝美「会社定款論序説」法律論叢 69 巻 3・4・5 号 141 頁（1997）。
 7) 南保・前掲注 6)151-156 頁。
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互に他方の説に親和的な修正を受けるからな

のであろうか。そもそも，両説が念頭に置く

ところの法律行為の解釈方法，法解釈の方法

とはどのようなものなのか，そこから立ち

返って考えてみる必要があるように思われ

る。

Ⅲ．法律行為の解釈方法

それでは，まず，法律行為の解釈方法がど

のようなものかから見ていくことにしよう。

一般に，法律行為，特に「契約における意思

表示の解釈においては，両当事者が表示に現

実に付与した意味を，まずもって探究するべ

きである。その意味を確定したうえで，両者

の付与した意味が一致していれば，その意味

どおりの内容で意思表示，ひいては契約の成

立を認める」とする見解（付与意味基準説）8)

が通説とされ，これによれば，当事者の共通

の主観的意味が表示の客観的意味に優先され

ることになる。民法（債権関係）の改正に際

しても，このような通説的見解に従って，「契

約の内容について当事者が共通の理解をして

いたときは，契約は，その理解に従って解釈

しなければならないものとする」との規定を

設けることが検討されていた 9)。

上記の通説的な理解によれば，例えば，売

主 A と買主 B が，タバコ 1000 カートンの売

買契約を締結した場合において，通常は，タ

バコ 1 カートンは 10 箱入りパックを意味す

るから，上記売買契約における表示の客観的

意味は，タバコ 1 万箱の売買ということにな

る。これに対して，A 及び B がいずれも，

主観的には，タバコ 1 カートンは 12 箱入り

パックを意味すると考えていたときは，当事

者の共通の主観的意味に従い，タバコ 1 万

2000 箱の売買契約が成立したものと解釈す

べきということになる 10)。

そして，このような当事者の共通の主観的

意味が何であったかは，事実認定の問題であ

り，売買契約書の文言は，当事者の主観的意

味を強く推認させる証拠となるであろう 11)。

さらに，契約書の文言を離れて，例えば，契

約締結前に A 及び B の間でどのような交渉

がされていたのか，契約締結時に売主 A が

交付したのがタバコ何箱であったのか，契約

締結後に納品数が過剰であったとして売主 A
が返還を求めたことがあったのかといった事

情も，当事者の主観的意味を推認させる間接

事実として機能することになると考えられ

る。

なお，上記の設例は，いかにも教室事例で

あり，現実の紛争においては，契約書の文言

からは必ずしも自明とはいえない事態が生じ

ていることが多いと思われる。そのような場

合には，広義の解釈として，法規範（任意規

定と慣習）ないし契約の趣旨に則した補充が

されることになり（裁判例においては，これ

を「当事者の合理的意思解釈」として認定し

ているものが多いように思われる。），場合に

よっては，当事者の合意内容が不適切と判断

される場合に，裁判所が当事者の合意を修正

して別の内容に置き換えることもあるとされ

る 12)。

Ⅳ．法解釈の方法

次に，法解釈の方法とはどのようなものな

のだろうか。法解釈の方法をめぐっては長年

の論争もあり，複雑な様相を呈している

が 13)，伝統的な法解釈の技法としては，①

文理解釈，②体系的解釈，③歴史的解釈及び

 8) 佐久間毅『民法の基礎 1 総則（第 5 版）』73 頁（有斐閣，2020）。
 9) 法制審議会民法（債権関係）部会「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」51 頁（平成 25 年 2 月 26 日）

（https://www.moj.go.jp/content/000108853.pdf,）。この中間試案の案については，学説上は特段異論がなかったも

のの，立法化には至らなかったようである。

 10) この設例は，佐久間・前掲注 8)70 頁による。

 11) 例えば，売買契約書において，売買の目的物として，「タバコ 1000 カートン」と記載があれば，特段の事

情がない限り，通常の用語法に従って，タバコ 1 万箱の売買契約がされたとの認定ができるであろうし，「タバコ

1000 カートン（1 万 2000 箱）」との記載があれば，当該契約書は，タバコ 1 万 2000 箱の売買契約がされたことに

ついての直接証拠と見ることができるだろう。

 12) 佐久間・前掲注 8)75-78 頁。
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④目的論的解釈があるとされており 14)，こ

の分類に沿って順に簡単に見ていくことにし

たい。

１　文理解釈

文理解釈とは，「法規の文字・文章の意味

をその言葉の使用法や文法の規則に従って確

定することによってなされる解釈」であ

り 15)，明治時代半ばから後期にかけての法

典整備の初期段階においては，問題となる条

文の文理解釈の手法が主流であったとされ

る 16)。

ただし，その後，わが国の法解釈において

は，いくつかの原因により文理解釈があまり

重視されてこなかったとの指摘がされてい

る。

その原因の一つが，1910 年代の学説継受

の影響である。この頃，わが国の民法は，

「個々の規定の母法にかかわりなく，いわば

ドイツ法学の鋳型にはめこまれることになっ

た」とされ 17)，ドイツ法に従って，解釈が

再構成されることとなった。民法 415 条の

「責に帰すべき事由」が，過失責任主義に従

い，「故意・過失又は信義則上それと同視す

べき事由」を意味するものと解釈されてきた

のはその例とされる 18)。ほかにも，不法行

為の成立要件について，伝統的学説は「違法

性」を要件としており，これは民法 709 条の

「権利侵害」の要件を，ドイツ法学の影響の

下で違法性要件に読み替えたものであるとさ

れている 19)。こうした学説継受を通じて，

日本流の概念法学が完成したとされ，その特

色について，星野英一博士は，「条文の文字

や立法趣旨をあまり考慮せず，持ち込んだ

『理論』をあたかも法律そのものであるかの

ように説いて，そこからより具体的な帰結を

ひき出している」と評しているのである 20)。

わが国において文理解釈が軽視されてきた

もう一つの原因として，我妻栄博士の理論の

影響も指摘されている。すなわち，前記のよ

うなドイツ法の学説継受による日本流の概念

法学は，末弘厳太郎博士によって批判され，

末弘博士は，法規範は一定の社会関係を想定

してこれを規律するものにすぎず，法規範が

想定していない社会関係については裁判官の

全人格的な判断による法創造がされるべきで

あると主張した 21)。そして，我妻博士は，

このような末弘博士の議論を受けて，裁判官

による法創造が恣意的なものとならないよう

 13) 民法解釈の方法論について論じた最近のものとして，山本敬三「日本における民法解釈方法論の変遷とそ

の特質」山本敬三＝中川丈久編『法解釈の方法論─その諸相と展望 Legal Interpretation: Current Aspects and 
Future Prospects』27 頁（有斐閣，2021）。本文の以下の記述は多くを同書に負っている。そのほか，瀬川信久「民

法の解釈」星野英一編『民法講座別巻 1』1 頁（有斐閣，1990）が詳しい。

 14) 田中成明『現代法理学』466-468 頁（有斐閣，2011）。同書においては，本文の解釈技法は「狭義の法解釈

技法」であるとされ，そのほかに，法欠缺の補充技法として，類推，反対解釈及び勿論解釈があると整理してい

る（同書 468-470 頁）。

 15) 田中・前掲注 14)467 頁。

 16) 山本・前掲注 13)28-29 頁。

 17) 山本・前掲注 13)30 頁。

 18) 山本・前掲注 13)30 頁。

 19) 窪田充見編『新注釈民法⒂ 債権⑻』276 頁〔橋本佳幸〕（有斐閣，2017）。法科大学院の民事実務基礎の講

義において，要件事実を学修しているが，民法の教科書に示されている要件と，要件事実のテキスト（司法研修

所編『新問題研究要件事実』（法曹会，2011），司法研修所編『3 訂紛争類型別の要件事実』（法曹会，2021））に示

されている要件とが異なる場合がままある。前者においては，学説継受を踏まえた伝統的な通説に従って記載さ

れていることが多いのに対して，後者においては，あくまでも条文から出発するという姿勢が貫かれているから

である。

 20) 星野英一「民法解釈論序説」『民法論集第 1 巻』1 頁，9 頁（有斐閣，1970）〔初出 1968〕。
 21) 末弘厳太郎『民法講話（上巻）』35-40 頁（岩波書店，1926）。同書は，「裁判官も亦……血もあり涙もある

普通の人間である。彼れが個々の具体的事件に当面するとき，彼れは必然法律的三段論法を超越して先ず或る論

断に到達するであらう。それは彼れの法律的智識のみを通して与へらるるものにあらずして，実は其の全人格に

よる判断である。」そして，法律的論断と全人格的判断との間に矛盾が起こったとき，「彼れはあらゆる苦心によっ

て自己の全人格的判断を支持し，法律的判断をして出来得る限り之に近付かしめようと努力する」と論じている

（同書 35-36 頁）。
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にするため，客観的な指導原理に基づく法的

判断がされるべきであることを主張し，具体

的な指導原理の攻究のためには「社会生活の

実証的研究」が必要であると論じた 22)。こ

のような（制定法ではなく）「社会生活の実

証的研究」に基づく法解釈の姿勢が，制定法

の拘束力の軽視の姿勢につながったと分析さ

れているのである 23)。この制定法の拘束力

の軽視の姿勢は，文理解釈の軽視と言い換え

ても良いことのように思われる。

もっとも，実務的には，文理解釈の手法は

相当に重視されているように感じられ，文理

解釈の重要性をめぐっては，研究者と実務家

との間には若干の温度差があるようにも感じ

られる 24)。なお，アメリカにおいては，ス

カリア元連邦最高裁判事が主唱した，文理解

釈を徹底する「テキスト主義（Textualism）」

が大きな影響力を有している。テキスト主義

は，必ずしも政治的な保守主義と結び付けら

れるものではないが 25)，三権分立の建前を

尊重する見解として重要であり，こうした見

解が実務家（裁判官）により唱えられている

ことを含めて興味深い。

２　体系的解釈

体系的解釈とは，「ある法規と他の関係諸

法規との関連，当該法令・法領域あるいは法

体系全体のなかでその法規が占める地位な

ど，解釈の対象たる法規の体系的連関を考慮

しながら行われる解釈」である 26)。

このような体系的解釈は，論理解釈とも呼

ばれるものであり，民法起草者である梅謙次

郎博士や富井政章博士自身，条文の字句のみ

に拘泥する場合には立法目的に反する場合が

あるとして，条文の文言だけでなく，「法律

全体の構成，各規定の相互関係，立法の理由

その他立法当時の状況，継受された母法な

ど」を参照してその意味内容を明らかにする

論理解釈の手法を提唱していたとされてい

る 27)。

このような体系的解釈には，目的論的判断

が含まれ得るし 28)，上記の梅博士や富井博

士の見解は，歴史的解釈をも含ませるものと

もいえるので，体系的解釈と歴史的解釈及び

目的論的解釈とは一部重なり合うところがあ

ろう 29)。また，行政法解釈の方法として使

われる「仕組み解釈」も，体系的解釈の一方

法ということができるのではなかろうか 30)。

 22) 我妻栄『近代法における債権の優越的地位』492 頁以下（有斐閣，1953）。同書は，法の欠缺を埋めるため

には，「法律がこの規律によって実現すべき理想を予定することにならう。而して，法律の実現すべき理想は，更

に人類生活の最高の理念を予定することなくしては考へ得ないものであらう」とする（同書 492 頁）。その際，「少

くも裁判を中心とする観点にあっては……能ふ限り具体的な標準を建てることが極めて重要」であり，「各種の法

律関係における，それぞれの能ふ限り具体的な指導原理を攻究することが，法律価値論において……その作用的

意義の極めて重要なることを切言したいのである」とする（同書 494-496 頁）。そして，「具体的な事件は，社会生

活の因果過程のうちに生起するものであって，その因果の過程において，他の凡ゆる社会現象と複雑なる因果乃

至相関の関係に立つ」から，「具体的の標準は，実にかくの如き社会生活の実証的研究と相伴ってのみ明かにする

ことを得るもの」であるとしている（同書 505-506 頁）。

 23) 山本・前掲注 13)57 頁。

 24) 加藤新太郎編『民事司法展望』149 頁以下（判例タイムズ社，2002）では，研究者から「民法では法文の文

言に正面から反する解釈も許されると考えています」といった指摘がされているのに対し（同書 181 頁〔瀬川信

久発言〕），加藤新太郎元判事は「裁判実務の場面では，文理解釈とその適用でうまくいけば，それをルールとし

て使うのが原則です。それがうまくいかなければ，一般条項を使うということをする。大体その二つで足ります」

と応じている（同書 182-183 頁〔加藤新太郎発言〕）。

 25) 近年，テキスト主義の判事による法廷意見により，性的指向に基づく差別が公民権法に違反するとの判断

がされた例として，Bostock v. Clayton County, 590 U.S. __, 140 S. Ct. 1731 (2020) がある。

 26) 田中・前掲注 14)467 頁。

 27) 山本・前掲注 13)29 頁。

 28) 田中・前掲注 14)468 頁。

 29) 笹倉秀夫『法解釈講義』6 頁（東京大学出版会，2009）は，このような重複は用法の混乱であるとして，「論

理解釈」の語は廃止すべきであると主張している。
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３　歴史的解釈

歴史的解釈とは，「法規の成立過程，とく

に，法案・その理由書・立案者の見解・政府

委員の説明・議事録など，いわゆる立法資料

を参考にして，法規の歴史的意味内容を解明

することによってなされる解釈」である 31)。

星野博士は，学説継受による日本流の概念

法学に対する反省から，文理解釈・論理解釈

と並んで，立法者・起草者意思の探求も基礎

作業として行うべきであると論じている 32)。

実際，法解釈に当たっては，衆議院及び参議

院の法務委員会における質疑内容，法制審議

会ないしその部会における議論や法務省等の

立案担当者による解説資料等が参照されるこ

とは，実務上よく行われているところであろ

う。

ただし，何が立法者意思であるのかを確定

することは容易ではない。国会における個々

の質疑内容が直ちに立法府の意思を体現して

いるとはいえないであろうし，法制審議会に

おける議論や立案担当者の解説に至っては，

立法府の意思とは直接には関係のないもので

ある。こうしたこともあり，歴史的解釈は，

唯一の正しい解釈方法とはいえないとの批判

がされている 33)。

アメリカの連邦最高裁の判例においても，

法規の文言があいまいである場合に，立法者

意思を参照することは許されるが 34)，立法

者意思を一義的に認定できない場合にはこれ

を参照することはできないとされている 35)。

また，先に述べたテキスト主義の論者も，文

言の原意を探求するために立法者意思を探求

することはあり得るとするものの，文理解釈

が明白であるときには，立法者意思は無関係

であるとしており 36)，歴史的解釈は補充的

な解釈手法であると位置付けているものと思

われる。

もっとも，法律行為の解釈の場面において

は，事実認定の手法を通じて，当事者の合理

的意思解釈が行われているのであり，このこ

とと同様に，法解釈の場面においても，立法

資料等を通じて立法者意思を認定するという

ことが行われて良いと思われるし 37)，さら

に現実の社会的条件等をも参照しつつ，立法

者の合理的意思の探求が行われるということ

もあって良いことのように思われる 38)。

４　目的論的解釈

目的論的解釈とは，「当該法令の趣旨や目

的・基本思想あるいはその法令の適用対象で

ある問題領域の要請などを考慮しつつ，それ

らに適合するように法規の意味内容を目的合

理的に確定する解釈」であるとされる 39)。

 30) 仕組み解釈については，中川丈久「行政法解釈の方法─最高裁判例にみるその動態」山本＝中川・前掲

注 13) 65 頁，99 頁以下参照。

 31) 田中・前掲注 14)468 頁。笹倉・前掲注 29)5 頁は，これを立法者意思解釈と歴史的解釈に分けて整理してい

る。

 32) 星野・前掲注 20)12 頁。

 33) 田中・前掲注 14)468 頁。

 34) Milner v. Department of Navy, 562 U.S. 562, 574 (2011). “Legislative history, for those who take it into account, 
is meant to clear up ambiguity, not create it.”
 35) Wong Yang Sung v. McGrath, 339 U.S. 33, 49 (1950). “The legislative history is more conflicting than the text is 
ambiguous.”
 36) Bostock v. Clayton County, supra note 25, slip op., at 24. “[S]ome Members of this Court have consulted 
legislative history when interpreting ambiguous statutory language……But that has no bearing hear [because] no 
ambiguity exists about how Title VII’s terms apply to the facts before us.”
 37) 広中俊雄『民法解釈方法に関する十二講』8 頁（有斐閣，1997）は，歴史的解釈は，「歴史上の事実にかか

わる認識が基礎を形づくる」として，歴史的解釈が事実認定に類することを指摘しているように思われる。

 38) 立法者の合理的意思の探求について，中村・前掲注 2)120 頁は，「社会における事情に通じ，かつ，知性を

もっている一団の人びとの……熟慮的判断として形成されるであろう支配的見解を推測・想定し」て行われる「仮

想的意思の探求」であるとしている。このような立法者の合理的意思は，もはや「立法者意思」ではなく「法律

意思」であるとの批判があるかもしれない。

 39) 田中・前掲注 14)468 頁。
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ここでは，利益衡量論とそれに対する批判が

重要であるように思われるので，それらにつ

いて触れておきたい。

わが国においては，戦後，裁判官による法

解釈が主観的価値判断に過ぎないのではない

かということが議論され，来栖三郎博士は，

「何と法律家は威武高なことであろう。常に

自分の解釈が客観的に正しい唯一の解釈だと

して，客観性の名において主張するなんて。

しかし，また，見方によっては，何と法律家

は気の弱いことであろう。万事法規に頼り，

人間生活が法規によつて残りくまなく律せら

れるように考えなくては心が落着かないなん

て。そして何とまた法律家は虚偽で無責任な

ことであろう。何とかして主観を客観のかげ

にかくそうとするなんて」という有名な一節

を著した 40)。また，川島武宜博士も，「法的

価値判断はどのようにしてなされるか……そ

れに対する第一の答は，法的感覚である」が，

「価値判断が法的感覚のみに基いてなされる

場合には，それぞれの価値判断は，その出発

点となった法的感覚のちがいを反映して異っ

た結論となり，主観的な『見解の相違』とし

て対立するだけで，客観性を主張する根拠が

明白ではない」と論じている 41)。

利益衡量論は，このような議論を踏まえ

て，価値判断の合理化手法として提唱された

手法である。

利益衡量論を最初に提唱したのは加藤一郎

博士であるとされ，加藤博士は，「最初の判

断過程では，既存の法規を意識的に除外し

て，全く白紙の状態で，この事件をどう処理

し解決すべきかをまず考えてみたい」，とし

て，その際に，実質的にどういう利益に重き

を置くべきかという利益衡量を行ってい

る 42)。このようにみると，加藤博士は，文

理解釈・体系的解釈や歴史的解釈を離れて，

いわば裸の利益衡量を提唱するもののように

も思われる。加藤博士は，「法的判断は，常

識に捉われてはならないが，常識に反するも

のであってもならない。法律家は，それにつ

いて，素人と同じ実質的判断の次元で議論を

し，素人を実質的に納得させることができる

のでなければならない」として 43)，上記の

ような利益衡量を正当化しているように思わ

れる。

これに対し，星野博士は，「法律の解釈で

ある以上，独り言ではなく，関係者に対する

説得であり，条文との関係を説明する必要が

ある。このさい，いきなり価値判断のみを述

べるのではなく，文理上はこうなるがこれこ

れの理由でこう解するのがよい，とか，立法

のさいはこういう状況を前提とし，このよう

な価値判断のもとに作られたが，状況がこう

変ったり，社会一般の価値判断がこう変った

ので，別個に考える必要がある，というよう

に説明するのが説得力があると思われる」と

しており 44)，先にも見たとおり，文理解釈，

体系的解釈及び歴史的解釈を踏まえた利益衡

量を行うべきであると論じている。

ただし，星野博士は，「以上の作業は，現

在における解釈にとって，必要なことではな

い。現在どう解するかは，専ら現在における

価値判断の問題である」として，究極的には，

法解釈は専ら利益衡量に基づき行うべきであ

ると主張している 45)。

こうしてみると，加藤博士も星野博士も，

利益衡量に基づく目的論的解釈を優先させる

べきであるとする点で共通すると考えられる

が，星野博士は，客観的な価値のヒエラルヒ

ア（序列関係）が存在するとしており，その

ために，利益衡量に基づく価値判断は客観的

たり得ると主張した点で，加藤博士の利益衡

量論と大きく異なるとされている 46)。

 40) 来栖三郎「法の解釈と法律家」私法 11 号 16 頁，22 頁（1954）。
 41) 川島武宜『科学としての法律学』32-34 頁（弘文堂，1958）。
 42) 加藤一郎「法解釈学における論理と利益衡量」『民法における論理と利益衡量』3 頁，25 頁以下（有斐閣，

1974）。
 43) 加藤・前掲注 42)25 頁。

 44) 星野・前掲注 20)12 頁。

 45) 星野・前掲注 20)12 頁。

 46) 山本・前掲注 13)44 頁。
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以上のような利益衡量論は，実務家には大

きな影響力を有しており，広く浸透してい

る。実務家の法解釈は，あくまでも妥当な解

決を導く手段に過ぎないということがいわ

れ 47)，利益衡量論が説く「結論志向的手法

は，実務的にもなじみの深い思考方法であ

り，今後も有力かつ不可欠な方法であり続け

ることと思われる」とされているのであ

る 48)。また，客観的な価値のヒエラルヒア

が存在するという星野博士の見解は，裁判の

客観性を希求する裁判官にとっては魅力的な

見解であるということがいえるだろう。

ただし，利益衡量論については，制定法の

拘束力を無視するものであり，民主制の観点

からも大きな問題であるとする批判があると

されている 49)。アメリカにおけるテキスト

主義の立場は，正にこのような批判を踏まえ

て，利益衡量に基づく政策的判断は，立法府

の役割であって司法の役割ではないという点

を強調するものである。

また，価値観の多様化が指摘されている現

代社会において，どのような利益をどのよう

に重み付けして考慮すべきであるかというの

は常に悩ましい問題であるように思われ，客

観的な価値のヒエラルヒアを見出すのは極め

て困難であるように思われる 50)。

平井宜雄博士は，ある価値には対立する価

値が常にあるから，客観的な価値のヒエラル

ヒアはあり得ずコンフリクトしかあり得ない

として，星野博士に対する批判を展開しつ

つ，そのような絶対的な正しさの有無にかか

わらず，主張－反論－再反論のプロセスを相

互に批判可能な形で行うことで，生き残った

弁明が客観性を獲得するのであるという「議

論」論を展開した 51)。これは，前記Ⅰで述

べたとおり，法解釈が弁証的論証であるとい

うことを全面的に展開してその方法論を提示

したものと見ることができる 52)。

Ⅴ．
定款の解釈が問題となった裁
判例の検討

ここまで，法律行為の解釈と，法解釈の方

法とをかいつまんで見てきたが，これを踏ま

えつつ，定款の解釈が問題となった 2 件の裁

判例を検討することとしたい。一つが最一判

平成 22 年 4 月 8 日民集 64 巻 3 号 609 頁であ

り，もう一つが東京地判令和 3 年 6 月 7 日判

時 2504 号 102 頁である。いずれも，医療法

人の定款の解釈が問題となった事案である

が，以下においては，それぞれ事案の概要と

裁判所による定款の解釈を見た上で，当該解

釈が，法律行為の解釈及び法解釈の方法の観

点からどのように見ることができるのかを検

討したい。

１
　最一判平成 22 年 4 月 8 日民集

64 巻 3 号 609 頁

⑴　事案の概要

Y は，昭和 32 年に，A が 442 万 5600 円，

その妻である B が 20 万円を出資して設立さ

れた医療法人であり，A 及び B はその社員

であって，ほかに Y への出資者はいなかっ

た。すなわち，Y の設立当時におけるその純

資産額は，462 万 5600 円であった。

Y の定款は，社員はその死亡によって社員

の資格を失う旨を規定し（6 条），「退社した

社員はその出資額に応じて返還を請求するこ

とができる」（8 条）と規定していたところ

（下線は筆者），A は昭和 57 年に死亡し，B
は平成 13 年に死亡して，いずれも Y を退社

し，子である X が A 及び B の遺産を相続し

た。A 及び B の死亡による退社当時，Y の純

資産額は，少なくとも 4 億 7110 万 1049 円で

あった。

 47) 萩原金美『裁判法の考え方』209 頁（信山社，1994）。
 48) 土屋・前掲注 3)220 頁。

 49) 山本・前掲注 13)46 頁。

 50) 価値観念の変化とその複雑化が，客観的に正しい裁判を求める裁判官の心を悩ます問題となっていること

は，既に中村・前掲注 2)9-10 頁が指摘している。

 51) 山本・前掲注 13)48-51 頁。

 52) 瀬川・前掲注 13)76 頁。
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そこで，X は，A 及び B の死亡退社に伴う

Y に対する出資金返還請求権を相続したと主

張して，Y に対し，4 億 7110 万 1049 円の支

払を求めるなどした。

⑵　第一審による定款の解釈

第一審 53) において，争点は多岐にわたっ

たが，X は，Y の定款 8 条によれば，退社し

た社員は，その出資額に応じて出資金の返還

を請求することができるところ，Y の純資産

は 4 億 7110 万 1049 円を上回るから，A 及び

B は，Y に対し，「その出資額に応じ」，Y の

純資産の合計 100％である同額の返還を請求

することができると主張した。これに対し，

Y は，医療法人は，その非営利法人としての

性格から，利益配当が禁じられているとこ

ろ，その趣旨からすれば，出資社員が退社し

たときの出資金返還請求権の金額は，出資金

額の限度（すなわち，A につき 442 万 5600 円，

B につき 20 万円）とするべきであるなどと

主張した 54)。

第一審判決は，上記の争点について，定款

8 条の規定のほか，同じく Y の定款 33 条が，

Y が解散したときの残余財産は「払込出資額

に応じて分配するものとする」と定めている

こと（下線は筆者）を認定した上で，「この

ような定款の定めの文理に照らすと，被告

……にあっては，出資をした社員は出資額に

応じた法人の純資産に対する出資持分を有す

るものとし，出資持分を有する社員が退社し

たときは，当該社員は被告……に対して出資

持分に相当する資産の払戻しを請求すること

ができることとしたものであるというべきで

ある」と判断し，この点に関する X の請求

を認容した 55)。

⑶　第二審による定款の解釈

これに対し，第二審 56) は，Y の主張を認

め，X の請求は，A の出資金返還請求権が時

効消滅していることを前提に，B の出資額の

20 万円の限度で認容すべきであるとした。

裁判所は，平成 18 年法律 84 号による改正前

の医療法（以下「改正前医療法」という。）

について，「医療法人が存続してその開設す

る病院等を経営する限り，医療を提供する体

制の確保を図る（〔改正前〕医療法 1 条）た

めに，医療法人の自己資本を充実させ，剰余

金の利益処分を禁止しているのであり（同法

54 条）……医療法人に対して出資をした社

員が退社した場合に剰余金及びその積立金の

全部又はその一部を払い戻す行為も禁止して

いると解するのが相当であり」，Y の定款も

同法の趣旨を踏まえて解釈する必要があると

して，Y の定款 8 条は，「定款の文言上は基

本財産並びに剰余金及びその積立金を含む総

資産について持分の返還ないし払戻しを定め

ているかのように見える部分があるが，定款

の全体の定め及びその趣旨にかんがみれば，

そのようなことを定めたものと解することは

できないのであって，『出資額に応じ』とは，

社員の出資額が格別に異なることを想定した

上，退社する社員が返還ないし払戻しを請求

することができる出資は当該社員が出資した

額とする旨を明らかにしたものにすぎないと

いうべきである」と判断した 57)。

⑷　最高裁による定款の解釈

最高裁 58) は，改正前医療法 44 条，56 条

等に照らせば，「同法は，社団たる医療法人

の財産の出資社員への分配については，収益

又は評価益を剰余金として社員に分配するこ

とを禁止する〔改正前〕医療法 54 条に反し

ない限り，基本的に当該医療法人が自律的に

定めるところにゆだねていたと解される」と

した上で，Y の「定款 33 条の『払込出資額

に応じて』の用語と対照するなどすれば，本

件定款 8 条は，出資社員は，退社時に，同時

 53) 前橋地判平成 18 年 2 月 24 日民集 64 巻 3 号 623 頁。

 54) 前橋地判平成 18 年 2 月 24 日前掲注 53)634-635 頁。

 55) 前橋地判平成 18 年 2 月 24 日前掲注 53)645-646 頁。なお，A の出資金返還請求権については時効消滅して

いたが，第一審裁判所は，時効の遡及効（民法 144 条）により B の出資割合が遡って 100％となったものとして，

出資金返還請求を全額認容した（同 647 頁）。かかる解釈は，最高裁において，金築裁判官の補足意見により否定

されており（同 618-619 頁），興味深い論点であるが，ここでは立ち入らない。

 56) 東京高判平成 20 年 7 月 31 日民集 64 巻 3 号 664 頁。

 57) 東京高判平成 20 年 7 月 31 日前掲注 56)669-672 頁。
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点における被上告人〔注・Y〕の財産の評価

額に，同時点における総出資額中の当該出資

社員の出資額が占める割合を乗じて算定され

る額の返還を請求することができることを規

定したものと解するのが相当である」と判示

し 59)，原審（第二審）を破棄した。

⑸　若干の検討

ａ　法律行為の解釈の観点から

本件において裁判所が行った定款の解釈

が，法律行為の解釈手法によったものなの

か，法解釈の方法によったものなのかは必ず

しも明らかではない。最高裁判決についての

調査官解説は，前記Ⅱにおいて見た学説の状

況を紹介しているものの，最高裁がいずれの

見解に立つものであるかについては言及して

いない 60)。

ただし，最高裁判決の参照条文には民法

91 条が掲げられており，少なくとも定款は

契約に類するものであるとの理解が前提にあ

るようには思われる。そして，最高裁判決及

び第一審判決の説示を見ると，本件定款の文

言の解釈に専ら依拠しており，このことは，

定款の解釈は法律行為の解釈方法によるべき

であるとする立場からは素直に理解できるも

ののように思われる。すなわち，Y は昭和

32 年設立の医療法人であり，設立者である

A 及び B が既に死亡していることからする

と，定款の文言を離れて，設立者である A
及び B の共通の主観的意味を認定すること

は困難であろう。そうすると，第一審当時，

既に作成から 50 年近くが経過しており，そ

の作成者の供述等が得られない本件において

は，定款の文言に専ら依拠して事実認定を行

うというのは自然なことであると理解できる

のである。

これに対し，第二審は，結論は第一審及び

最高裁と反対となっているが，第二審による

定款の解釈についても，法律行為の解釈方法

をとったものと捉えることが可能である。な

ぜならば，法律行為の解釈は当事者の共通の

主観的意味によるといっても，強行法規に反

する合意は認められないとすれば，当事者の

共通の主観的意味を，強行法規と抵触しない

ように合目的的に解釈することも許されると

思われるからである 61)。第二審が，改正前

医療法が退社社員に対する剰余金の払戻しを

禁止していると解した上で，定款の文言を解

釈しているのは，このような法律行為につい

ての合目的的解釈を採用したものと見ること

ができるだろう。

このように，第一審判決から最高裁判決ま

でを，法律行為の解釈の枠内で捉えると，第

二審と最高裁との判断の相違は，強行法規た

る医療法の解釈の差異が影響したものと考え

ることができる。前記のとおり，第二審は，

剰余金の配当を禁止する改正前医療法 54
条 62) によれば，実質的には剰余金の分配に

当たるような出資金払戻しも禁止されている

と解釈したが，最高裁は，上記の医療法の規

定は，社員の退社時における出資金の返還を

規制するものではなく，この点については定

款自治に委ねられていると解釈しているので

ある。

ｂ　法解釈の観点から

もっとも，第二審と最高裁との判断のより

根本的な違いは，両者を法解釈の方法論の文

脈に位置付けるとより明確になるのではない

かと思われる。

この点，第二審は，その説示からも明らか

なとおり，定款の解釈については，文理解釈

や体系的解釈に拘泥することなく，その趣旨

及び目的等を踏まえて目的論的に解釈すべき

であるとの姿勢をとっているように思われ

る。そして，このような第二審の目的論的解

釈は，改正前医療法 54 条の規定に加え，次

のような医療法人を取り巻く状況をも考慮す

ると，より説得的に感じられるところであ

る。すなわち，改正前医療法は，持分の定め

のある社団たる医療法人の設立を認めてお

り，Y もそのような医療法人であったが，か

 58) 最一判平成 22 年 4 月 8 日民集 64 巻 3 号 609 頁。

 59) 最一判平成 22 年 4 月 8 日前掲注 58)614 頁。

 60) 柴田義明「判解」最判解民事篇平成 22 年度（上）245 頁，262 頁（2014）。
 61) 前掲注 12) 及びその本文参照。

 62) 「医療法人は，剰余金の配当をしてはならない。」と規定するものである。
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ねてより，持分の定めのある医療法人におい

ては，退社による払戻額が高額となるため，

医療法人の存続そのものが脅かされる事態が

あるとの指摘がされていた。そこで，厚生労

働省の「医業経営の非営利性等に関する検討

会」は，平成 16 年 6 月 22 日付け報告書にお

いて，医療法人制度の趣旨に照らし，社団医

療法人は持分のない法人に移行することが望

ましい旨を報告し 63)，平成 18 年法律 84 号

による改正後の医療法（以下「改正後医療法」

という。）は，定款において残余財産の帰属

すべき者を定める場合は，国，地方公共団体，

医療法人等から選定されなければならないと

して（改正後医療法 44 条 5 項），医療法人の

解散時に出資者に対して残余財産の分配をす

ることは許されなくなり，同法施行後は，持

分の定めのある社団たる医療法人の設立は認

められないことになったのである。こうし

た，本件当時から存在した立法事実や政策目

的に照らすと，第二審のような解釈は，これ

らに応えるものであり，法解釈の方法につい

て目的論的解釈を重視する立場からは，歓迎

すべき判断ということになるかもしれな

い 64)。

これに対し，最高裁は，第二審のような解

釈手法を否定した。最高裁は，前記のような

立法事実や政策目的自体は否定していない

が，定款の文言からその意味内容が明らかな

場合には，（立法事実や政策目的はともかく）

これに忠実に解釈すべきであるとの姿勢を貫

いているように思われる。そして，文言解釈

に当たっては，問題となっている定款 8 条の

文言に着目することはもとより，他の定款の

条文にも目を向け，定款全体の構成，その中

での各条項の関係にも着目している。すなわ

ち，最高裁は，Y の定款 33 条が，解散時の

残余財産の分配について「払込出資額に応じ

て」分配すると規定しており，同文言が（出

資額を限度としない）出資割合に応じた分配

を規定していることが明らかであることを指

摘した上 65)，定款 8 条と 33 条で同じ「出資

額に応じて」との文言が用いられていること

も考慮すると，定款 8 条の「出資額に応じて」

との文言も，（出資額を限度としない）出資

割合に応じた分配を規定したものであると解

釈すべきであるとしたのである。

このような最高裁の定款解釈の手法は，文

理解釈に加えて体系的解釈を重視するもので

あり，これらの解釈手法を目的論的解釈より

も優先させる姿勢を見て取ることができるの

ではないだろうか 66)。

ただし，最高裁が目的論的解釈に目を瞑っ

ているわけではないことは，法廷意見からは

必ずしも明らかではないものの，宮川光治裁

判官及び金築誠志裁判官の各補足意見には表

れている。すなわち，昭和 25 年 8 月 9 日医

発 521 号厚生省医務局長発各都道府県知事あ

て通知「医療法の一部を改正する法律の施行

について」に添付された定款例（モデル定款）

は，その 9 条において，Y の定款 8 条とほぼ

同様に，「社員資格を喪失した者は，その出

資額に応じて払戻しを請求することができ

る」と規定していたところ，昭和 32 年 12 月

7 日総 43 号厚生省医務局総務課長回答は，

上記のモデル定款と同様の定款の規定がある

場合に，出資が現物でされた場合の払戻しに

ついて，「退社社員に対する持分の払戻は，

退社当時当該医療法人が有する財産の総額を

基準として，当該社員の出資額に応ずる金銭

でなしても差し支えないものと解する」とし

ていた（下線は筆者）。このような状況も踏

まえ，金築裁判官の補足意見は，「本件定款

のような規定を持つ医療法人における退社し

た社員の財産上の請求権については，租税上

 63) 医業経営の非営利性等に関する検討会「『医業経営の非営利性等に関する検討会』（報告書）〜『出資限度

法人』の普及・定着に向けて〜」2 頁（平成 16 年 6 月 22 日）（https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/
igyou/igyoukeiei/kentoukai/3kai/houkoku.pdf,）。
 64) 山田創一「医療法人における退社社員の出資の払戻請求権」金判 1310 号 2 頁（2009）は，定款について，

社会や立法の著しい変化を踏まえた合理的解釈が必要であるとして，第二審の判決に賛成している。

 65) 最一判平成 22 年 4 月 8 日前掲注 58)614 頁。

 66) このような解釈手法に賛成する評釈として，西内康人「医療法人における出資金返還条項の解釈」法学教

室 365 号付録 15 頁（2011）。
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の取扱いを含めた長年にわたる行政実務及び

多くの裁判例を通じて，退社時の法人財産評

価額に対する出資割合に応じた金額の請求権

を意味するものと解されてきた。医療法人の

存続を優先的に考える見地からの原判決のよ

うな解釈は，その意図は理解できなくはない

ものの，今卒然とこうした解釈を採用するこ

とは，本件定款と同様の規定を有するきわめ

て多くの医療法人の出資者等に対し，予期せ

ざる重大な不利益を及ぼすおそれがあり，著

しく法的安定性を害するものといわざるを得

ない。私が，原判決を支持できないと考える

最大の実質的な理由は，ここにある」と述べ

ているのである 67)。

以上のとおり，第二審と最高裁の結論の相

違は，法解釈の方法として，文理解釈及び体

系的解釈と目的論的解釈とのいずれを重視す

べきであるかという姿勢の違いが表れたもの

と見ることができ，また，目的論的解釈に際

して，いかなる利益を考慮すべきかという点

の違いが表れたものと見ることもできるよう

に思われる 68)。

２
　東京地判令和 3 年 6 月 7 日判時

2504 号 102 頁

⑴　事案の概要

事案の概要は，次のとおりである。すなわ

ち，Y1 は，昭和 56 年に，X1 の兄である理

事長 C が 1 億 4698 万 0225 円，X1 が 1 億 4698
万 0224 円を出資するなどして設立された医

療法人であり，Y1 の設立当時の出資持分は，

X1 及び C がそれぞれ約 40％，X1 及び C の

兄弟である D が約 19％であり，この 3 名の

出資持分が約 99％を占めていた。

Y1 の定款には，次のような規定があった

（下線は筆者）。

「第 7 条　社員は，次に掲げる理由によりそ

の資格を失う。

一　除名

二　死亡

三　退社

2　社員であって，社員たる義務を履行せず

本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行

為のあった者は，社員総会の決議を経て除名

することができる。

第 8 条　前条に定める場合の外やむを得ない

理由のあるときは，社員はその旨を理事長に

届け出て，その同意を得て退社することがで

きる。

第 9 条　社員資格を喪失した者は，その出資

額に応じて払戻しを請求することができる。」

X らは，平成 29 年 9 月 14 日頃，Y1 に対

し，同月 16 日付けで Y1 を退社する旨を通

知したが，理事長 C が，X らの退社に同意

したことはない。

かかる事実関係の下で，X らは，定款 8 条

の「前条に定める場合の外」との文言からす

れば，理事長 C による同意がなくとも，X
らの退社は定款 7 条により有効であると主張

し，同日当時の Y1 の総資産額である 14 億

7496 万 4181 円を基準に，出資金の払戻しを

請求した。これに対し，Y1 は，理事長 C に

よる同意がない以上，X らの退社は認められ

ないと主張した。退社が認められる場合の

「出資額に応じ」た払戻金額は，前記の平成

22 年最判が判示したところであるが，その

前提としての退社が認められるかという点に

関し，再び定款の解釈が問題となったのであ

る。

⑵　裁判所による定款の解釈

裁判所 69) は，定款 8 条の「『前条に定め

る場合の外』との文言を形式的に解釈し，同

条及び同 7 条 1 項 3 号の『退社』は別異の概

 67) 最一判平成 22 年 4 月 8 日前掲注 58)618 頁。

 68) なお，最高裁は，定款の解釈については前記⑷のとおり説示して第二審の判決を破棄しつつ，X による請求

が権利の濫用に当たるか等について更に審理を尽くす必要があるとして，自判ではなく差戻しの判決をした。そ

うすると，最高裁は，目的論的な結果の妥当性は，法解釈において目的論的解釈を推し進めるよりは，一般条項

の適用によって図るべきであると考えているようにも思われる（これと類似の姿勢をとるものとして，例えば，

最三決平成 29 年 12 月 5 日民集 71 巻 10 号 1803 頁が挙げられるように思われ，これと反対の姿勢をとるものとし

て，後掲の最三判平成 8 年 12 月 17 日民集 50 巻 10 号 2778 頁が挙げられるように思われる。）。

 69) 東京地判令和 3 年 6 月 7 日判時 2504 号 102 頁。
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念であって，同号の『退社』については理事

長の同意は要件ではないと解する場合には，

原告らは本件通知をもって退社したこととな

ると考えられる。もっとも，上記解釈によれ

ば，『退社』について理事長の同意を要する

場合（同 8 条）とこれを要しない場合（同 7
条 1 項 3 号）が生ずることとなり，本件定款

における『退社』の概念の統一が損なわれる

こととなるところ，本件定款においては，社

員の一方的意思表示による退社と，理事長の

同意による退社とを殊更に別異の概念として

区別するような規定は見当たらないことから

すれば，同 8 条の『前条に定める場合の外』

との文言のみをもって，同 7 条 1 項 3 号の退

社は，同 8 条の退社と別異の概念であると直

ちに認めることは相当ではない。そうする

と，本件定款において，一方的意思表示によ

る退社が許容されているか否かについては，

同 7 条 1 項 3 号及び同 8 条の文言のみに形式

的に依拠するのではなく，その内容を合理的

に解釈して適用するのが相当である」とし

た 70)。

その上で，裁判所は，次の 3 つの理由を挙

げて，本件定款 8 条は，「『前条に定める場合

の外』との文言にかかわらず，同 7 条 1 項 3
号に規定する退社についての手続を定めた規

定であると解するのが相当である」と結論付

けた。すなわち，①まず，「本件定款におい

て，退社の手続について規定するものは本件

定款 8 条のみであり，このほかに社員の一方

的意思表示による退社の場合の手続を定めた

規定は見当たらない。そうすると，同 7 条 1
項 3 号により社員の一方的意思表示のみによ

る退社が認められると解する場合には，その

手続については何らの定めがないこととな

り，同 8 条において，退社するためのやむを

得ない理由，理事長への届出及び理事長によ

る同意という厳格な要件を課した意義は，お

よそ失われることになる」というのであり，

②また，「本件定款は，被告 Y1 設立に当たっ

て定められたものであり，前記……のとお

り，被告 Y1 設立時，その出資持分は，C 及

び原告 X1 がそれぞれ約 40％を有し，D が約

19％を有していたところ，このようにごく少

数の者が多額の持分を有しているときに，被

告 Y1 の存立が直ちに危うくなるような，社

員による自由で一方的な意思表示による退社

及びこれに伴う持分の払戻しを認容する規定

を置いたとは俄かに考え難い」というのであ

り，③さらに，「かねてより，医業について

は安定的な継続が必要であるにもかかわら

ず，出資持分のある医療法人においては，出

資持分の払戻請求によりその存続が脅かされ

る事態が生じることが懸念され，そのため平

成 19 年以降は出資持分のある医療法人の新

設はできないこととされており，既存の出資

持分のある医療法人についても，出資持分の

ない医療法人に円滑に移行できるようにする

ためのマニュアルが厚生労働省により作成・

整備されていることが認められる」というの

である 71)。

⑶　若干の検討 72)

ａ　法律行為の解釈の観点から

本判決も，前記の平成 22 年最判と同様，

定款の解釈方法について，法律行為の解釈の

方法によるべきか，法解釈の方法によるべき

かを明言していない。そして，本判決につい

ても，上記のいずれの見解からも説明が可能

であるように思われる。

法律行為の解釈という観点から見ると，本

判決は，オーソドックスな事実認定の手法を

とるものとして理解することができるだろ

う。すなわち，前記⑵の理由の①は，定款の

文言が強い証拠力を持つことを前提に，その

定款の文言をその字句のみならず定款の構成

を基に探求するという点を重視しているよう

に読める。

その上で，本判決は，当事者の共通の主観

的意味の探求という視点から，定款作成者で

ある X1，C 及び D らの意思を，設立時の出

 70) 東京地判令和 3 年 6 月 7 日前掲注 69)106 頁。

 71) 東京地判令和 3 年 6 月 7 日前掲注 69)106-107 頁。

 72) なお，本判決は，筆者が合議体の一員として関与した判決である。以下の検討は，合議の秘密に抵触しな

い範囲で，裁判官が定款の解釈に当たりどのような事柄を考慮しているのかを紹介するものである。
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資比率が上記 3 人のみで約 99％であったと

いう間接事実から推認しようとしている（前

記⑵の理由の②）。

現在の医療法人を取り巻く事情（前記⑵の

理由の③）をどのような位置付けの事実とし

て考慮したのかは，判決文からは必ずしも明

らかではないが，これを設立当時の定款作成

者の意思を推認させる事後的な間接事実と位

置付けることも可能であるように思われる。

こうしてみると，本判決は，直接証拠たる

定款の文言に加えて，定款の作成当時及び事

後的な間接事実も総合して，定款作成者の共

通の主観的意味内容を認定したものと見るこ

とができるように思われる。

ｂ　法解釈の観点から

また，本判決は，法解釈の方法を採用した

ものと捉えても，その手法をオーソドックス

に適用しているもののように思われる。

まず，本判決は，文理解釈を出発点として

いるが，文理解釈によれば定款の全体的な構

成が極めて不自然なことになるとして，次い

で体系的解釈による正当化を試みている（前

記⑵の理由の①）。

そして，定款作成者である X1，C 及び D
らの意思の推認（前記⑵の理由の②）につい

ては，立法者・起草者意思を探求する歴史的

解釈の手法をとるものと見て取ることができ

るだろう。なお，法解釈において，立法者意

思を確定することは一般に困難なことである

が，定款については，その作成経過が立法に

比して単純であることから，その起草者意思

を認定しやすいという面があるように思われ

る。

さらに，現在の医療法人を取り巻く事情

（前記⑵の理由の③）については，こうした

体系的解釈及び歴史的解釈から導かれる結論

が，目的論的解釈とも整合しているというこ

とを指摘するものと捉えることができるよう

に思われる。

こうしてみると，本件判決は，法解釈の方

法論に従って，文理解釈，体系的解釈，歴史

的解釈及び目的論的解釈を総合して結論を導

いたものと理解できるように思われるのであ

る。

そして，説示において，まずは文理解釈を

踏まえた体系的解釈を基本に据えていると考

えられることからすれば，本判決について

も，前記の平成 22 年最判と同様，法解釈の

手法としては文理解釈及び体系的解釈を重視

するものと見て取ることができるように思わ

れる。

なお，本件における Y1 の定款は，モデル

定款と同一ではなく，定款 8 条の「前条に定

める場合の外」という文言は，モデル定款の

文言に付加されたものであった。そうする

と，本件においては，定款 8 条のような文言

を採用したのは Y1 固有の事情ということに

なり，法的安定性については考慮する必要が

なかった事案であると思われる。

Ⅵ．
法律行為の解釈と法解釈の交
錯

ここまで，定款の解釈が問題となった 2 件

の裁判例を検討してきた。これらの検討を通

してみると，定款の解釈について，法律行為

の解釈の方法をとったとしても，法解釈の方

法をとったとしても，結論が変わるわけでは

ないように思われ，それは，異なる両者の方

法論が修正を受けて相互に歩み寄る結果とい

うよりは，そもそも両者の方法論がほとんど

共通するからであるということができるので

はないだろうか。

事実認定においては，要証事実について直

接証拠がある場合，まずはその証明力を検討

すべきことになろう。特に，当該直接証拠

が，契約書等の類型的に信用性が高いと認め

られる文書である場合には，（当該文書に形

式的証拠力があることを前提に）特段の事情

がない限り，その記載どおりの事実を認定す

べきことになる 73)。ただし，訴訟に至る事

案においては，多くの場合，かかる特段の事

情の存否が問題となるから，事実認定に慎重

を期すためには，当該直接証拠のみならず，

他の間接証拠から認められる間接事実をも総

合して判断するのが相当であると考えられ

 73) 司法研修所編『事例で考える民事事実認定』35 頁（法曹会，2013）。
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る。そして，間接事実に関しては，法律行為

以前や法律行為当時の事情から要証事実の存

否を推認することができるのはもちろん，事

後的な事情から遡って要証事実の存否を推認

するという場合もあろう。

このように，事実認定において，直接証拠

たる類型的信用文書を重視する姿勢は，法解

釈において，制定法の拘束力を重視し，その

文理解釈及び体系的解釈を重視するべきであ

るとの姿勢と共通するのではないだろうか。

また，直接証拠に加えて，間接事実からの推

認をも行うという点も，文理解釈・体系的解

釈に加えて，歴史的解釈及び目的論的解釈を

行うという法解釈の手法と共通するもののよ

うに思われる。歴史的解釈は，法律行為以前

や法律行為当時の間接事実からの推認とパラ

レルに考えることができようし，目的論的解

釈は，事後的な事情からの推認とパラレルに

考えることができるだろうが，事実認定にお

いて，こうした事前・当時・事後の間接事実

を総合して当事者の合理的意思解釈が行われ

ていることとの対比からすれば，法解釈にお

いても，歴史的解釈及び目的論的解釈を総合

して立法者の合理的意思 74) の探求が行われ

ていると見ることもできるだろう。

こうしてみると，文理解釈・体系的解釈を

基本としつつ，歴史的解釈及び目的論的解釈

をも考慮して法解釈を行うという方法は，事

実認定に慣れ親しんでいる法曹実務家にとっ

ては，極めて自然な解釈方法であるというこ

とがいえるのではないだろうか。

以上のような，安易なアナロジーに対して

は，いくつか批判も考えられる。

一つには，法律行為の解釈と法解釈の方法

とは飽くまでも異なるという批判があるだろ

う。

そもそも，法律行為の解釈においては，当

事者の主観的意味内容の認定が問題となるの

に対し，法解釈においては客観的意味内容が

問題となるという点で両者は異なるという考

えもあろうが 75)，当事者の主観的意味内容

といっても，それが争われる場合には，これ

を直接覚知することができない以上，客観的

な証拠等によって認定する必要があるのであ

り，解釈に当たり，主観を重視するのか客観

を重視するのかという点が，法律行為の解釈

と法解釈との本質的な差異となるとは考え難

い。

より本質的には，特にいわゆるハードケー

スにおける法解釈に際しては，文理解釈・体

系的解釈や歴史的解釈から導かれる結論と，

目的論的に妥当と考えられる結論とが異なる

場合が生じ得ることとなり，そのような場合

に目的論的解釈を優先すべきであるというの

が法解釈のあるべき姿であって 76)，この点

において単純に直接証拠を重視する事実認定

と法解釈とは根本的に性質を異にするという

考えもあるかもしれない。

確かに，法律行為の解釈において，契約後

の事情変動等の事情を殊更に重視して，直接

証拠たる契約書の内容や契約締結当時の事情

から導かれる解釈と異なる解釈を採用すると

いうのは，通常は考え難いことであろう。

もっとも，具体的に妥当な事案の解決を図る

ためには，法的構成を柔軟に考えるととも

に，事実認定にも操作を加え，擬制的な事実

を認定することも許されるという指摘がなさ

れていることにも留意する必要があろう 77)，

例えば，前記Ⅲの教室設例でいえば，契約

当事者が，当初は，タバコ 1 カートンは 10
箱入りパックを意味するものとして，タバコ

1000 カートン（1 万箱）の売買契約を締結し

たのであったが，売主の従業員が誤ってタバ

コ 1 万 2000 箱を納品し，その後，売主も買

主も，タバコ 1 カートンを 12 箱入りパック

と解する余地もあったと思い直してそのまま

にしたという場合，契約の変更や追認といっ

た法的構成をとるまでもなく，当初からタバ

コ 1 万 2000 箱についての売買契約が成立し

たものと評価できる場合もあり得るのではな

かろうか。

また，そのような教室設例を離れて，まさ

 74) 前掲注 38) 及びその本文参照。

 75) 山下純司ほか『法解釈入門（第 2 版）』31-32 頁参照（有斐閣，2020）。
 76) 前掲注 45) 及びその本文参照。

 77) 我妻栄『法律における理窟と人情』27 頁（日本評論新社，1955）。
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にハードケースといい得る事例において，擬

制的な事実認定が行われたといい得る事例と

して，「共同相続人の 1 人が相続開始前から

被相続人の許諾を得て遺産である建物におい

て被相続人と同居してきたときは，特段の事

情のない限り，被相続人と右の相続人との間

において，右建物について，相続開始時を始

期とする使用貸借契約が成立していたものと

推認される」とした最三判平成 8 年 12 月 17
日民集 50 巻 10 号 2778 頁を挙げることもで

きるのではないかと思われる。

以上のとおり，最初のあり得る批判に対し

て一応の応答を試みたところで，もう一つ考

えられる批判としては，法律行為の解釈も法

解釈も，いずれも弁証的論証という点で共通

するのであるから 78)，その方法論が抽象的

な類型のレベルで共通するのは当たり前のこ

とに過ぎないという意見もあるかもしれな

い 79)。

しかし，方法論（解釈技法）を類型化した

上で，その類似性を見出し，法律行為の解釈

と法解釈のそれぞれの場面において，その各

技法がどの程度重視されているのかを比較検

討して分析してみることは，事実認定及び法

解釈の双方の精度を高めていく上で有益なの

ではないかと思われる。

多くの民事訴訟事件においては，法解釈が

争われることはなく，専ら事実の有無及びそ

の評価が争点となる。そして，事実認定につ

いては既に優れた論考が数多く発表されてお

り，事件類型ごとに事実認定に際して考慮す

べき事情を整理・紹介するものは，実務家が

経験則を獲得・補充するに当たって極めて有

用なものとなっている。もっとも，個別の事

案にはそれぞれの特殊性があることからする

と，そうした整理に依拠するだけで直ちに正

しい事実認定ができるということにはならな

いだろう。裁判官が，個々の事案の解決に際

し，当事者が納得する適切妥当な事実認定を

行い，ひいては司法に対する国民の信頼を獲

得・維持するためには，法解釈についての学

修及び研究を通じて培った方法論を応用し

て，事案の個別の事情を踏まえた認定を説得

的に論証することが必要であり，そのような

論証は，法解釈について共通の方法論を身に

着けた実務家及び研究者による建設的な批判

の対象になるものと考える 80)。

なお，事実認定においては，直接には覚知

し得ないとはいえ，絶対的真実が存在し，裁

判官は，かかる絶対的真実の解明を目指して

事実認定を行っている。そうであるとする

と，法解釈において，事実認定と同様のアプ

ローチを意識することは，裁判官にとって，

客観的な法解釈を目指すよすがともなるので

はないだろうか。

Ⅶ．おわりに

一般に法曹実務家は法解釈に関心が薄く，

研究者は事実認定に関心が薄いということが

指摘されている。しかし，実務家として，法

解釈の方法に関心を深めることは，事実認定

の精度を高めることにつながるかもしれない

し，そこに事実認定論における理論と実務の

架橋のヒントがあるのかもしれない。

本稿は，そのような期待をもとに，東京大

学法科大学院の 3 年生を対象とした勉強会に

おいて発表した内容を，その際の参加者の皆

さんとの議論を踏まえて大幅に修正して執筆

したものである。もとより文責は私が負うも

のであるが，先輩教員として指導助言を下

さった石田佳世子判事と，勉強会に参加して

貴重な議論を提供してくれた和泉里佳さん，

林載允さん，大井俊哉さん，完山聖奈さん，

柴崎英之さん，清水理桜子さん，成政優太さ

ん，吉沢健太郎さんに心から感謝を申し上げ

 78) 前掲注 2) 及びその本文参照。

 79) 笹倉・前掲注 29)7-8 頁は，法解釈の方法は，思考の態様として古今東西共通のものであると指摘している。

 80) 近年，司法制度改革の結果等の要因によって，法学教育の現場においては，学生と学説との関係は「別居」

状態にあると評されている（大村敦志＝小粥太郎『民法学を語る Apologie pour le droit civil ou métier de civiliste』
6-7 頁〔大村敦志〕（有斐閣，2015））。そうした「別居」状態があるとすれば，本文で述べたところからすると，

それは将来の法曹実務家における事実認定の素養の獲得にも弊害をもたらすことになるのではないかということ

が危惧される。
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たい。法科大学院が，引き続き理論と実務の

架橋を果たす場であり続けることを強く願っ

ている。

＊　脱稿後に次の情報に接した。まず，前記

Ⅴ２で紹介した東京地判令和 3 年 6 月 7 日

判時 2504 号 102 頁は控訴されたが，控訴

審において和解が成立したようである。ま

た，山本＝中川・前掲注 13) の続編とし

て，民商法雑誌において「法解釈の方法論

Ⅱ」の特別企画が始まっている。その一編

である西内康人「民法の解釈――紛争解決

と社会統制の関係を巡る理解の試み」民商

法雑誌 158 巻 3 号 102 頁（2022）は，その

末尾の脚注において，本稿末尾の脚注と同

じ文献に触れているが，これは面白い偶然

である。

 （やまぎし・ひであき）


